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歯科保健医療対策について 

（ア）施策の現状・課題 

歯・口腔の健康は、生涯を通じて自分の歯でしっかりと噛んで食べることができる

だけでなく、バランスのとれた適切な食生活を送ることを可能にし、肥満や糖尿病な

どの生活習慣病の予防へとつながるなど、全身の健康を保持増進するための重要な要

素の一つです。 

乳幼児期から少年期にかけて、噛むこと飲み込むことを正しく習得し、むし歯など

の歯科疾患を予防することは、子ども達の健全な成長や青年期以降の歯・口腔の健康

に大きな影響を与えます。 

また、高齢者や要介護者の口腔ケアは、歯科疾患の重症化を予防するだけでなく、

食生活の充実など日常の生活の質（ＱＯＬ）を高め、元気な高齢者等を増やし、健康

寿命の延伸に寄与します。 

そこで、県では、生涯にわたり歯・口腔の健康づくりを通じて、誰もが健康で生き

生きと活躍できる社会の実現に向け、「千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例」に基

づき、令和６年３月に「第３次千葉県歯・口腔保健計画」を策定し、県民の歯・口腔

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進しています。 

３歳児のむし歯有病者率や１人平均むし歯数は近年減少しており、令和３年度の３

歳児におけるむし歯のない者の割合の県平均は９０．７％ですが、最も低い市町村と

高い市町村との差は１７．７ポイントの開きがあり、地域間格差が生じています。 

県では、８０歳で２０本以上の歯を保とうという８０２０（ハチマル・ニイマル）

運動を推進していますが、５０歳代までに歯を２０本以上保有している者の割合は９

０％以上を保っているものの、６０歳代から減少し、８０歳以上では５１．６％とな

っています。 

進行した歯周炎 1)を有する人の割合（CPI5）＝３、４又は PD6)＝１、２）は、３０歳

代が４３．４％、４０歳代が４７．５％、５０歳代が５２．７％、６０歳代が５６．

１％と、年齢とともに増加する傾向にあるため、青壮年期や中年期においても地域や

職場において定期的な歯科健診・歯科健康教育・歯科保健指導を実施する必要があり

ます。 

認知症の人や要支援・要介護認定者は、咀嚼や嚥下などの口腔機能が著しく低下し

ていたり、歯・口腔内の清掃不良による誤嚥性肺炎等の問題があったりすることから、

早期からかかりつけ歯科医と相談し、口腔ケアを実施することが重要です。 

障害のある人については、障害によっては摂食嚥下機能の問題を抱えていることや、

口腔内の状態が把握しづらく口腔ケアが不十分になりやすいため、歯科疾患が重症化

しやすくなります。このため、障害のある人がかかりつけ歯科医を持ち、地域で歯科

健診や歯科治療、歯科保健指導等を受けることができる環境づくりが求められていま

す。 

資料４－２ 
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（イ）施策の具体的展開 

 

〔母子歯科保健の充実〕 

○ 乳幼児のむし歯は、口腔機能発達の障害の一因になることから、市町村による乳

幼児歯科保健対策を充実し、母子の心身の健康の保持、増進を図ります。 

○ 乳幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診やフッ化物歯面塗布を

受けることの重要性を啓発します。 

○ 乳幼児の歯・口腔機能の発達段階に応じて、適切な口腔機能の獲得のために保護

者や関係者に対して、噛む力、飲み込む力の育成や正しい食習慣の定着を支援する

ための正しい知識を啓発します。 

○ 診察の場や乳幼児健診、保育所・認定こども園・幼稚園等の集団健診等において、

関係団体と連携を図り、口腔内の状態からネグレクト等の虐待が疑われる子ども   

の早期発見に努めます。 

 

〔学校歯科保健の充実〕 

○ 学校で実施する定期的な歯科健診や歯科保健教育等で、むし歯の予防と早期治療

の推進、歯肉の炎症の予防、不正咬合の予防、セルフチェック等を充実させていき

ます。 

○ 集団生活の中で、正しい歯みがき習慣や歯科疾患の予防に関する正しい知識を身

につけることは、大変重要かつ効果的であることから、年間の指導計画に位置づけ

られた学校内の歯科保健推進体制の充実や、家庭やかかりつけ歯科医等との連携の

強化を図ります。 

○ フッ化物配合の歯みがき剤やフッ化物歯面塗布、フッ化物洗口等、フッ化物)の応  

 用について、その取組方法等を周知していきます。 

 

〔成人歯科保健の充実〕 

○ 市町村や関係団体、企業等と連携しながら、地域や職場において正しい歯・口腔

保健の知識、歯周病と糖尿病、喫煙等に関する知識の普及啓発を図ります。 

○ 市町村や関係団体、事業者と連携し、定期的な歯科健診の受診やセルフケア等の

重要性について啓発するとともに、市町村で実施する歯の健康教育、歯の健康相談、

歯周病検診等の取組を支援します。 

○ 口腔がんの早期発見に向けて、関係団体等と連携し、歯科医療関係者の資質の 

向上に取り組み、県のホームページやポスター等による県民への普及啓発を行うと

ともに口腔がん検診を実施します。 

 

〔高齢者歯科保健の充実〕 

○ 口腔機能の低下（オーラルフレイル）が全身の虚弱（フレイル）につながること

から、オーラルフレイル予防の重要性に関する知識の普及啓発を図ります。 
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○ 高齢者が自らの歯で噛むことができ、歯・口腔の健康を維持できるよう、市町村

や関係団体等と連携し、歯・口腔の健康づくりの普及啓発、歯科健康教育や歯科健

康相談、歯周病検診、介護予防事業（口腔機能の向上）等の取組を充実させていき

ます。 

〇 高齢者が住み慣れた家庭や地域で生活を続けていくために、かかりつけ歯科医を

もち、定期的な歯科健診の受診や歯科保健指導を受けられるよう啓発していきます。 

 

〔妊産婦の歯科保健の推進〕 

○ 妊産婦は、ホルモンバランスの変化、嗜好の変化等によって、むし歯や歯周病が

進行しやすくなります。また、妊産婦の歯周病は早産や低出生体重児出産のリスク

を増加させる側面があるため、妊娠中の口腔ケアの重要性について普及啓発を図り、

市町村において妊産婦歯科健診や歯科保健指導等を推進します。 

 

〔障害のある人等の歯科保健医療の推進〕 

〇 障害のある人への口腔ケアや摂食嚥下指導の重要性について、障害のある人や家

族、学校や施設の職員等へ周知するとともに、関係する職員等に対して研修を行う 

など、資質向上に取り組みます。 

○「かかりつけ歯科医」の普及を図り、障害のある人や子どもが地域で安心して歯科

健診や歯科治療、歯科保健指導を受けることができる環境づくりを推進します。 

〇 施設や在宅の心身に障害のある人の口腔保健対策として、千葉県歯科医師会に委

託し、巡回歯科診療車（ビーバー号）による定期的な歯科健診や歯科保健指導、介

護者への口腔衛生思想及び技術の普及などを行う心身障害者（児）歯科保健巡回指

導事業を実施します。 

 

〔介護を必要とする者等の歯科保健の推進〕 

〇 市町村等では、高齢者の介護予防や要介護度の重症化を防止するため、摂食嚥下

に対する機能訓練を含む歯・口腔の保健医療対策を充実させ、口腔機能の向上につ

いての正しい知識を普及啓発します。 

○ 在宅歯科医療における医科や介護等との連携を図るための窓口を設置し、地域に

おける在宅歯科医療の推進と他分野との連携体制を構築します。 

○ 在宅歯科医療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の設備を整備する

ことにより、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の充実を図ります。  

○ 摂食嚥下障害や口腔ケアは多職種でアプローチすることが必要なため、口腔機

能管理（摂食嚥下機能等）に関与する職種に対して研修を実施するなど、人材育成

や連携体制の構築を図ります。 

〇 かかりつけ歯科医には、安心で質の高い医療と手厚い福祉・介護を提供するため、

専門医、かかりつけ医をはじめとする医療関係者や地域生活におけるリハビリテー

ション・介護等に関与する福祉・看護関係者と患者に関する情報を共有することが

求められています。これまでの脳卒中、糖尿病、がん患者を対象に千葉県共用地域

医療連携パスを活用した連携体制の構築に向けた取組を踏まえ、引き続き入退院支



 - 4 - 

援の仕組みづくりやＩＣＴ等の活用の検討など、効果的・効率的な多職種連携の促

進を図っていきます。 

〇 居宅介護支援サービス等の利用者に関する情報を共有し、適切な支援を行うため、

「千葉県地域生活連携シート」を活用して、「かかりつけ歯科医」と介護事業者と

の連携を図ります。 

 

〔病院入院患者の口腔ケアの推進〕 

〇 入院患者が適切に口腔ケアを受けることで、口腔内環境の改善及びＱＯＬ（生活

の質）の向上が図れるよう、看護師等の医療従事者に対して口腔ケアに関する研修

を行うとともに、病院とかかりつけ歯科医等が連携する仕組みを構築します。 

〇 がん患者等の周術期における口腔ケアの重要性について、患者や医療関係者へ 

普及啓発していきます。 

〔情報の収集及び提供〕 

〇 幼児や児童生徒のむし歯の状況や市町村の歯・口腔保健事業実施状況等の情報を

広域的に収集し、市町村その他関係者に提供します。 

○ 市町村や施設関係者（保育所、幼稚園、小学校、中学校、障害児者施設等）を通

して、フッ化物洗口等によるむし歯予防対策を推進します。また、市町村その他関

係者がフッ化物の応用等によるむし歯予防対策を行う場合に、効率的・効果的に行

われるよう情報提供を行います。 

 

〔市町村その他関係者の連携体制の構築〕 

○ 県民の生涯を通じた歯・口腔の健康づくりの推進のため、口腔保健支援センター

を設置し、情報の収集及び提供、普及啓発、市町村格差の縮小や生涯にわたる歯・

口腔の健康づくりに関する事業等を市町村やその他関係団体・機関等と連携しなが

ら効率的に行います。 

 

〔かかりつけ歯科医機能の充実〕 

○ 各ライフステージに沿って、歯科疾患の予防、早期発見や治療等プライマリ・ケ

アを継続的に実施することにより、地域住民の機能の健康管理を行う「かかりつけ

歯科医」機能の充実を図ります。 

○ 認知症高齢者やその家族を適切に支えるため、早期の段階における診断、治療と

適切な対応が図られるよう、歯科医師認知症対応力向上研修を行います。 

 

〔病診連携及び医科歯科介護連携体制等の整備〕 

○ かかりつけ歯科医機能を十分に発揮するため、病院歯科等との病診連携及び歯科

診療所間の連携等、地域での歯科医療提供体制の在り方を検討していきます。 

○ がん、脳卒中、心疾患、糖尿病等の患者が途切れのない歯・口腔の保健医療サー

ビスを受けられる体制を構築するため、これらの疾患の治療や介護にあたる医科歯

科介護の連携を図ります。 
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〔調査研究〕 

〇 県民の歯科疾患や歯・口腔保健の実態について必要な調査を行っていきます。 

また、国、市町村、関係団体、大学等が実施している調査等により、県では、歯・

口腔の健康づくりに関する現状を把握し、分析します。 

 

 

 

※本施策については、千葉県歯・口腔保健審議会においても御意見を伺い、検討を進めて 

いきます。 
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図表 2-1-4-9-1 ２０歯以上保有者率 

 

資料：令和３年度千葉県生活習慣に関するアンケート調査（千葉県健康づくり支援課） 

 

 

図表 2-1-4-9-2 令和４年度進行した歯周炎を有する人の割合

 

資料：令和４年度市町村歯科健康診査（検診）実績報告書（千葉県健康づくり支援課） 
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図表 2-1-4-9-3 令和３年度市町村別３歳児むし歯有病者率 
 

 

                    資料：千葉県母子保健事業実績報告   
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図表 2-1-4-9-4 ３歳児むし歯有病者率の年次推移 

 
資料：千葉県母子保健事業実績報告、厚生労働省調査 

 

 

図表 2-1-4-9-5 １２歳児一人平均むし歯数（中学校第１学年）の年次推移 

 

資料：学校保健統計調査（文部科学省） 

 


